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くるみん企業を認定しました！ 
 
 

広島労働局（局長 宮原 真太郎）は、この度、次世代育成支援対策推進法に基づく 

「くるみん企業」（子育てサポート企業）として 広島トヨタ自動車株式会社  

を認定しました。 

 

今回の認定により、県内のくるみん企業は 106 社となりました。 

 

県内の「くるみん企業」（子育てサポート企業）が県民に広く知られるよう、取材・報道をよ

ろしくお願いします。 

 

  
 
 

令和８年２月１３日認定 
・広島トヨタ自動車株式会社（広島市 自動車の販売及び整備） 

代表取締役社長 藤井 一裕 
 
 
 

【添付資料】 

別添１：認定企業の取組内容 

別添２：認定基準 

別添３：県内の認定企業一覧 
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広島労働局雇用環境・均等室 

室  長       林 未央 
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《くるみん認定企業の取組内容》 

広島トヨタ自動車株式会社（広島市西区）      

業  種：自動車の販売及び整備  

労働者数：４８７人（男性：４１２人  女性：７５人） 

計画期間：令和４年３月２０日～令和７年３月３１日 

 

◆行動計画における目標◆ 

●目標 

１ 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を９日以上とする。 

 

◆主な取組内容◆ 

●対策１ 

・ 年次有給休暇の取得状況を把握する。 

⇒実施時期：令和３年１２月～ 

・ 年次有給休暇の計画的付与制度を導入し、就業規則を改訂する。 

⇒実施時期：令和４年１月～ 

・ 年次有給休暇の計画的付与日を会社の定休日にし、休みやすい環境にする。 

⇒実施時期：令和４年１月～ 

 

計画期間における育児休業等の取得状況◆  

●男性：計画期間における育児休業等の取得     １５名 （４４％） 

●女性：計画期間における育児休業等の取得     １４名（１００％） 

 

別添１ 
















